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   四街道市立公民館指定管理者募集要項 

 

 四街道市立公民館の指定管理者を募集します。 

 

１．施設の設置目的 

 市は、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」という。）第２０条の目的

（市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関す

る各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文

化の振興、社会福祉の増進に寄与すること）を達成するため、本施設を設置しています。 

 

２．施設の概要 

 ⑴ 施設の名称   四街道市立四街道公民館 

   施設の所在地  四街道市四街道１５３２番地１７ 

 ⑵ 施設の名称   四街道市立千代田公民館 

   施設の所在地  四街道市もねの里３丁目２０番３０号 

 ⑶ 施設の名称   四街道市立旭公民館 

   施設の所在地  四街道市和田５４番地１０ 

 ※ 施設の規模等については、別添「仕様書」に記載しています。 

 

３．指定管理者が行う管理の基準 

 管理に係る基本的な事項は、次のとおりとします。なお、提案に当たっては、当該事項

（⑴、⑵、⑶に限る。）の効果的な変更も、事業計画の企画提案の対象となります。 

 なお、本施設の使用料収入については、市の収入となります。 

 ⑴ 休館日 

  毎月の第４月曜日、１２月２９日から翌年の１月３日まで（ただし、あらかじめ教育

委員会の承認を得ることにより、休館日に開館することができます。） 

 ⑵ 開館時間 

  午前９時から午後９時まで（ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得ることにより、

開館時間以外の時間に開館することができます。） 

 ⑶ 適正な管理運営 

  施設の設置目的に従い、適正な管理運営を行ってください。 

 ⑷ 適正な利用の確保 

  施設の管理運営に当たり、施設を使用しようとする者に対する不当な差別的取扱いが

なされないよう適正な利用を確保してください。 

 ⑸ 管理運営を通じて取得した個人情報の取扱い 

  指定管理者に指定された場合は、当市条例、規則及び別途締結する協定書に基づき、

必要な措置を実施していただきます。 
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 ⑹ 使用料 

  施設に係る使用料については、条例で定める額とします。なお、利用者から徴収した

使用料等については、市の収入となります。 

 ⑺ 関係法令等の遵守 

  指定管理者に指定された場合において、施設の管理運営業務を行うに当たっては、次

に掲げる関係法令等を遵守する必要があります。なお、法令等が改正された場合は、改

正後の内容を遵守するものとします。 

  ① 地方自治法 

  ② 社会教育法 

  ③ 労働基準法 

  ④ 四街道市立公民館条例及び同施行規則 

  ⑤ 個人情報の保護に関する法律 

  ⑥ 四街道市情報公開条例及び同施行規則 

  ⑦ 四街道市使用料条例及び同規則 

  ⑧ 四街道市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例及び同施行規則 

  ⑨ 四街道市暴力団排除条例 

  ⑩ その他関係法令等 

 

４．指定管理者が行う業務の範囲 

  指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる業務とします。 

 ⑴ 管理運営事業（市からの指定管理料に含まれる業務） 

  ① 施設の使用の許可及びその取消し並びに停止の命令に関する業務 

  ② 施設の維持管理に関する業務 

  ③ その他施設の管理運営上教育委員会が必要と認める業務 

 ※ 詳細については、別添「仕様書」のとおりとします。 

 ⑵ 自主事業（市からの指定管理料に含まれない業務） 

  ① 施設の設置目的及び住民のニーズを反映した指定管理者の主催事業 

  ② その他業務 

 

５．指定の期間 

 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（予定）とします。 

 

６．申請者の資格等 

 ⑴ 申請者は、法人その他の団体とし適格請求書発行事業者の登録を受けている者とし

ます。 

 ⑵ 複数の団体での共同による申請の場合は、共同申請をする者の名称を設定し、代表

となる団体を決め、当該代表となる団体が申請の手続を行うこととします。 
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 ⑶ 共同申請をする者を構成する一の団体は、単独、又は他の共同申請をする者を構成

する一の団体となり申請を行うことはできません。 

 ⑷ 申請する団体（法人でない団体にあっては、団体の代表者。以下同じ。）が、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のほか、次に掲げる

事項に該当しない者であることとします。 

  ア この募集要項の告示の日において手形交換所による取引停止処分を受けてから２

年間を経過しない者又は告示の日前６ヶ月以内に手形、小切手の不渡りを出した者 

  イ この募集に係る申請の日までに会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用

を申請した者で、同日までに同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされて

いない者 

  ウ この募集に係る申請の日までに民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用

を申請した者で、同日までに同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされて

いない者 

 エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行うもの 

 ⑸ 申請する団体が、四街道市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止

措置を、この募集要項の告示の日からこの募集に係る申請の日までの間受けていない

者であることとします。 

 ⑹ 申請する団体が、国税（法人税又は所得税）、消費税及び地方消費税を滞納してい

ない者であることとします。 

 

７．管理運営経費 

 ⑴ 指定管理料（委託料） 

  指定期間内の指定管理料総額の限度額 

  432,130 千円（消費税及び地方消費税を含む） 

  【内訳】 四街道公民館 148,930 千円 

       千代田公民館 138,485 千円 

       旭公民館   144,715 千円 

 ※ 指定管理料は、予算の範囲内で指定管理者と締結する協定書により決定することと

なります。提案額が保障されるものではありません。 

 ⑵ 指定管理料（委託料）の支払い 

  協定書に基づき、四半期ごとに前金払いにより支払います。 

 ⑶ 会計管理 

  指定管理者は、管理運営に係る経理事務を行うのに当たり、法人等の経理から分離し、

別に経理区分を設け、専用口座を開設し、収支を明らかにしてください。 
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８．指定管理者と四街道市の危険負担 

 原則として協定書に定めるとおりとします。ただし、協定書に定めのない事項及び疑義

が生じた事項については、市と指定管理者が協議の上定めるものとします。 

 

９．申請方法等 

 ⑴ 申請書類 

  この要項により指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書に

次に掲げる書類を添えて、提出期間内に教育委員会に提出してください。 

  ① 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定期間内における管理運営に関

する事業計画書（様式１）及び収支予算書（様式２） 

  ② 当該団体の定款又は寄付行為の写し及び登記簿の謄本（法人以外の団体にあって

は会則等及び団体の代表者の身分証明書（市区町村長が発行するもので申請日直前

３か月以内に発行されたもの）） 

  ③ 当該団体の直近の決算期３期分の法人税申告書（別表１・４・５）、貸借対照表、

損益計算書、利益処分に関する書類及び財産目録（これらの書類を作成する義務が

ない者にあっては、これらに類する書類） 

  ④ 当該団体のパンフレット等、団体の概要が分かるもの 

  ⑤ 申請者の資格を欠いていないことの宣誓書（様式３） 

  ⑥ 国税（法人税又は所得税）、消費税及び地方消費税を滞納していないことの証明書 

 ⑵ 提出部数 

  正本１部、副本１４部（副本は複写可。うち１部はクリップ留めとし、製本しないも

の）とします。 

 ⑶ 提出方法 

   持参又は郵送とします。持参の場合は、令和５年８月１日（火）から令和５年８月３

１日（木）までの午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日は受付けをしま

せん。）、郵送の場合は、原則として書留とし、令和５年８月３１日（木）必着としま

す。 

 ⑷ 提出先 

  〒２８４－０００３ 

   千葉県四街道市鹿渡２００１－１０ 

   四街道市教育部社会教育課学習振興係 

 ⑸ 説明会の開催 

  申請方法、提出書類、今後の日程等について説明会を開催します。なお、参加人員は

１団体につき２人までとし、団体の名称及び参加者の氏名を令和５年７月２８日（金）

午後５時までに連絡してください。 

  ① 開催日時 令和５年８月１日（火）午前１１時００分から 
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  ② 開催場所 保健センター第２会議室 

   ③ 連絡先 14 の問い合わせ先と同じ 

 

 ⑹ 申請に要する経費等 

  申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。 

 ⑺ 質問事項の受付等 

  募集要項及び仕様書の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

  ① 受付期間 令和５年７月２５日（火）～令和５年８月１０日（木）午後５時 

  ② 受付方法 質問票（様式４）に記入し、下記１４の問い合わせ先までＦＡＸ又は

電子メールで提出してください。 

  ③ 回答方法 説明会前日までの質問については、説明会で回答します。説明会後の

質問については、ＦＡＸ又は電子メールにより説明会に出席した団体

に令和５年８月１８日（金）までに回答します。 

 ⑻ その他 

  ① 提出された書類等は返却いたしません（使用は選定評価委員会での選定及び議会

での指定に係る手続に限ります）。 

  ② 提出された書類は、四街道市情報公開条例に基づく情報公開の請求により、開示

することがあります。 

  ③ 指定に係る議会の審議に必要な情報に限って、応募資料の一部を議会に提供する

ことについて予めご了承ください。 

 

10．選定の基準 

 指定管理者の候補となる団体（以下「指定候補者」という。）の選定基準は次のとおり

です。 

 ⑴ 施設の設置目的が達成できること。 

 ⑵ 施設の利用に関し、不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。 

 ⑶ 施設の利用者に対するサービスの維持向上が図られること。 

 ⑷ 市民の声が反映される管理が行われること。 

 ⑸ 四街道市立公民館条例の趣旨等に基づき、施設の効用をいかしながら、その管理に

係る経費の縮減が図られること。 

 ⑹ 事業計画に沿って当該施設の管理を安定して行う人員、資産、その他の経営の規模

及び能力を有すること。 

 

11．選定方法等 

 ⑴ 選定の方法 

  四街道市指定管理者選定評価委員会（以下「委員会」という。）の審査を経て１団体

を指定候補者として選定します。選定に当たっては、原則的にヒアリングを行います
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（ヒアリングの日時及び場所その他必要な事項はヒアリング開催日の１週間前までに連

絡します。）。なお、指定管理者として適した団体がない場合は、本募集要項による指

定候補者は該当がなかったものとします。 

  また、選定された団体が四街道市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する

条例（平成１７年条例第２０号）第６条の規定により選定を取り消されたときは、選定

されなかった申請者の中から新たに指定候補者を選定する場合があります。 

  委員会の審査については、選定の基準に基づく別紙の審査基準を基に、委員会が選定

する指定候補者を選定します。 

 ⑵ 選定結果 

  選定結果については、各申請者に文書で通知します。また、選定結果の公表の際には、

事業者名、総得点及び評価項目ごとの得点を四街道市ホームページで公表します。 

 ⑶ 選定後の手続 

  指定候補者に選定された団体は、四街道市議会の議決を経て、指定管理者として行う

業務について本市と協定を締結した後、本施設の指定管理者として指定します。 

 

12．引継業務等 

 本施設の指定管理者として新たに指定を受けた者は、施設の管理運営を円滑に開始する

ため、管理運営を開始するまでの間に十分な準備を行うとともに、前任の指定管理者から

引継ぎを受けるものとします。 

 管理運営を開始するための準備に要する経費及び引継ぎに要する経費については、前任

の指定管理者が引継ぎに要する経費を除いて、新たに指定を受けた指定管理者が負担する

ものとします。 

 

13．その他 

 機械設備を中心に施設の全面的な機能回復を図る改修工事を行うため、旭公民館は令和

６年８月末まで休館となります。休館中も、公民館機能の一部（公民館の窓口、電話応対

や図書室の予約資料の貸出・返却）については、敷地内に併設する仮設事務所内で対応す

ることとします。 

 

14．問い合わせ先 

 〒２８４－０００３ 

 千葉県四街道市鹿渡２００１－１０ 

 四街道市教育部社会教育課学習振興係 

 電話：０４３－４２４－８９２７、ＦＡＸ：０４３－４２４－８９２３ 

 電子メール：yshakai@city.yotsukaido.chiba.jp 


